（別紙）
全衛連ストレスチェックサービス仕様書

１　応募者が、次の（１）～（12）に該当するストレスチェック運用システムを有していること、又は、そのシステムを構築できることを説明願います。

（1） 応募者と顧客企業との間に健康診断機関が関与できるものであって、ストレスチェックが定期健康診断と併せて実施でき得るものであること。

（2） 労働安全衛生法及びその関係法令等（「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を含む。）に沿ったストレスチェックの方法であること。

（3） 健康診断機関又は受診者の選択により、Web方式と紙方式の両方に対応できるものであること。

（4） Web方式の場合、ロゴ及びURLについて、応募者名を連想させる名称ではなく、「全衛連」の名称で表示されるものであること。

（5） Web方式の場合、メールアドレスがない受診者にも対応可能であること。

（6） 紙方式の場合、ストレスチェックシート（「全衛連」の名称にする必要あり。）の回答結果を読み取るスキャナーを健康診断機関に置かず、応募者の方で読み取る方式のものであること。

（7） 57項目及び80項目の両方に対応できること。
（その入力方法について、Web方式と紙方式ごとに説明願います。さらに、オリジナルの追加設問が自由に設定可能であれば、その点についても説明願います（例えば、現在、全衛連方式の59項目等に対応可能か等）。）

（8） ストレスチェックの受診者の状況について、健康診断機関が逐次把握できるものであること。
（応募者から健康診断機関に対して、どの程度の頻度で連絡が可能か、　Web方式と紙方式ごとに、その連絡方法を含めて説明願います。）

（9） ベトナム語、インドネシア語等外国語にも対応できるものであること。
（設問、ストレスチェックの結果通知等、どの部分がどの外国語に対応しているのか説明願います。）

（10）個人情報保護が徹底されているものであること。
　　　（例えば、経済産業省のSCS評価制度でいう５段階レベルであれば、どのレベルか等を説明願います。）

（11）全衛連ストレスチェックサービスを利用した顧客企業のデータを、あとで、全衛連独自のデータ分析ができるように、全衛連ストレスチェックサービス以外のストレスチェックサービスと区分して管理できるものであること。

（12）応募者は、上記（11）で区分した、全衛連ストレスチェックサービスを利用した顧客企業のデータを、全衛連ストレスチェックサービスを利用した顧客企業以外の者に利用しないこと。


２　さらに、次の点も説明願います。
（1） 上記１の（１）～（12）を実施できるようにするための「初期開発費用」について説明願います。

（２）健康診断機関が応募者のストレスチェックを使用する際に必要な「利用料金」（消費税別）について、Web方式、紙方式のそれぞれの場合に分け、
ストレスチェック：　○○○円/1人
職場分析　　　　：〇〇〇〇円/1職場
　　のように説明願います。

（3） 応募者ならではの規模50人未満の事業場における職場分析の特徴を説明願います。

（4） 産業保健に精通した全衛連会員機関ならではのサービスであると言える特徴を説明願います。

（5） その他、応募者のストレスチェックの特徴（例えば、高ストレス者が生
じたときのサービス、応募者のストレスチェックを利用する健康診断機関からの問合せの対応、その他の付加サービス等）について説明願います。

